
第４回中部地方整備局コンプライアンス・アドバイザリー委員会

議 事 概 要

１．日時及び場所

（１）日 時 平成２６年３月１７日（月）１０：００～１２：００

（２） 場 所 中 部地方 整 備局（ 名古屋合同庁舎第２号館 ）６階中会議室

２．中部地方整備局コンプライアンス・アドバイザリー委員

委員長 熊田 均 弁護士

委員長代理 和田 肇 名古屋大学大学院教授

委員 加藤 明司 公認会計士

委員 住田 正夫 弁護士

委員 田島 暁 元中日新聞論説主幹

３．議事概要

（１）「平成２５年度中部地方整備局コンプライアンス報告書（案）」及び「平

成 ２ ６ 年 度 中 部 地 方 整 備 局 コ ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 計 画 （ 案 ）」 に つ い て

（違法性の認識に関する研修の徹底）

【意見・質問】

コン プ ライア ンス・ ミー ティン グに参 加し た職員 や研 修受講生の意

見、感 想 はどの ように 把握 し、ど のよう に取 組に活 かし ているのか。

【回答】

コン プ ライア ンス・ ミー ティン グにつ いて は、各 部・ 各事務所から

実施状 況 や職員 から出 た意 見等の 報告を 受け 、取り まと めてイントラ

に掲載して職員周知し、他の部署の参考となるようにしている。

研修 に ついて は、ア ンケ ートを 実施し て研 修生か らの 意見等を把握

し、次回の研修に反映させるようにしている。

【意見・質問】

ｅー ラ ーニン グの未 実施 者や、 出前講 習、 研修に 参加 できなかった

職員の フ ォロー はどう 対応 するの か。３ ～４ 年に１ 回は 研修等を受け

ないと意識が薄れるのではないか。

【回答】

出前 講 習につ いては 、年 次計画 に従っ て実 施する こと としており、

平成２ ５ 年度、 ２６年 度の ２年間 で全て の事 務所（ ３６ 事務所）をま

わる予定としている。

出前 講 習に参 加でき なか った職 員で、 研修 にも参 加し ていない職員

につい て は、再 度講習 を実 施して いきた いと 考えて いる 。ｅーラーニ

ングについても、全職員が実施するよう指導していきたい。

【意見・質問】

平成 ２ ５年度 は、各 事務 所にお いてコ ンプ ライア ンス ・ミーティン

グのテ ー マを選 定し、 実施 したと ころ、 対応 に苦慮 した 事務所もあっ

たとのことであるが、今後、どのように改善していくのか。

【回答】

コン プ ライア ンス・ ミー ティン グにつ いて は、平 成２ ５年度の実施



状況を 踏 まえ、 参加意 識の 高まり など自 律的 な取組 によ る長所も残し

つつ、 各 事務所 におけ るミ ーティ ングの リー ダーへ の指 導も行ってい

きたい。

【意見・質問】

今回 発 生した 北陸新 幹線 の事案 では、 工期 を守ろ うと して談合に手

を染め て しまっ た、と の報 道がさ れてい るが 、中部 地方 整備局として

どう考 え ている か。例 えば 用地買 収遅れ によ り完成 時期 が遅れそうな

事業が あ る時に 、手続 きを 優先す るのか 、完 成時期 を優 先するのか。

また、 情 報がト ップに まで 報告さ れてい ない ことが 問題 であると思う

がどうか。

【回答】

北陸 新 幹線の 事案に つい ては今 後詳細 な調 査がさ れる ことになると

承知し て いるが 、我々 の事 業は、 適正な 手続 きを踏 まえ たうえで執行

してい く もので あると 考え ている 。問題 があ れば上 司に 報告して組織

として 対 応して いくべ きも のと考 えてお り、 報告し やす い体制づくり

に継続して取り組んでいきたい。

（入札契約手続きの見直し）

【意見・質問】

入札 書 と技術 提案書 の同 時提出 につい て、 手続き が煩 雑になって、

業者から敬遠されるなどの影響は出ていないか。

【回答】

業者から敬遠されるなどの影響は出ていないと考えている。

（監査機能の充実）

【意見・質問】

一般 監 査にお いては 、細 部にわ たりし っか り監査 され ており、内部

監査で あ っても 信頼感 があ る。入 札契約 関係 データ の保 存に係るパス

ワード の 付与に ついて は、 一部の 事務所 で指 摘事項 とし 即時に改善さ

れてい る が、他 の事務 所で も同様 のこと が発 生して いな いかフォロー

してい る のか。 また、 本事 案がパ ーソナ ルエ ラーな のか 、システムエ

ラーなのかといった分析も必要。

【回答】

整備 局 内のイ ントラ ネッ トに監 査報告 とし て掲載 する とともに、改

善等指 導 した事 例を全 事務 所に情 報提供 して 注意喚 起を 行い、同様の

事案が発生しないよう指導している。

（その他）

【意見・質問】

不祥 事 が発生 するた びに マニュ アルが 複雑 化する が、 業務に支障が

でるこ と も懸念 される 。何 が重要 かわか らな くなる ので 、省略できる

ところは省略していくことも考えるべきである。

【回答】

新年 度 の契約 におい ては 、マス キング の一 部簡素 化な ど、できるこ

とに取 り 組んで いると ころ である 。今後 とも ご指摘 を踏 まえ、職員に

過度な負担がかからないように努めていきたい。



（ ２ ）「 中 部 地 方 整 備 局 発 注 者 綱 紀 保 持 規 程 及 び 同 マ ニ ュ ア ル の 改 正 （ 案 ）」

について

原案どおり了承された


